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Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

半期報告書の提出に伴い、平成27年９月10日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」とい

います。）の関係情報を新たな情報に更新するため、また、原届出書の一部に訂正すべき事項があります

ので、本訂正届出書を提出するものです。
 
Ⅱ【訂正の内容】

下線部　　　は訂正部分を示します。
 
 

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（３）【ファンドの仕組み】

＜訂正前＞

（略）

c.委託会社等の概況（平成27年６月末現在）

（以下略）

 

＜訂正後＞

（略）

 

c.委託会社等の概況（平成27年12月末現在）

（以下略）

 

 

２【投資方針】

（３）【運用体制】

＜訂正前＞

（略）

※上記の運用体制等は平成27年６月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

＜訂正後＞

（略）

※上記の運用体制等は平成27年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

 

３【投資リスク】

原届出書の「第二部 ファンド情報　第１ ファンドの状況　３ 投資リスク」につきまして、以下の内容に

訂正・更新します。

＜訂正・更新後＞

a.ファンドのリスク特性

当ファンドは、主に投資信託証券に投資を行い、主要投資対象とする外国投資信託証券は、主に株式など

値動きのある証券（外貨建証券は為替変動リスクもあります。）を実質投資対象としているため、基準価

額は変動します。特に投資する新興国の株式は、先進国に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準

価額にも大きな影響を与える場合があります。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されている

ものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。また、ファンド

の運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。なお、投資信託は預貯金と異なります。
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株価変動リスク 一般的に株式の価格は、国内外の政治、経済、社会情勢、株式等の発行企業

の経営状況等、株式市場の需給の変化により、下落することがあります。ま

た、当ファンドが実質的に投資する中国の株式市場は、日本や欧米その他

OECD加盟国の株式市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が

低いことにより、本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引され

る場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向があると考えられます。

為替変動リスク ファンドの主要投資対象とする外国投資信託証券では中国Ａ株を実質的に保

有することから、当該中国人民元の通貨と円との為替相場変動の影響を受

け、損失が生じることがあります。当該外貨の為替レートが円高方向に進ん

だ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあり

ます。当ファンドは、実質組入対象の外貨建資産について、原則として為替

ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。

信用リスク ファンドが実質投資している有価証券等に債務不履行が発生あるいは懸念さ

れる場合に、当該有価証券等の価値が下がったり、投資資金を回収できなく

なったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因

となります。有価証券等の格付けが低い場合は、格付けの高い場合に比べて

こうしたリスクが高いものになると想定されます。

カントリーリスク 中国の経済状況は、日本や欧米その他OECD加盟国に比較して脆弱である可能

性があります。インフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化、政治不安や社会

不安あるいは他国との外交関係の悪化などが株式市場や為替市場に及ぼす影

響は、相対的に大きいものになることが予想されます。将来、政治・経済・

社会情勢、政府政策の変化、海外からの投資規制など数々の規制が緊急に導

入される可能性があり、その結果、株式市場が著しい悪影響を被る可能性や

運用上の制約を大きく受ける可能性が想定されます。また、情報の開示など

の基準が先進諸国とは異なることから、投資判断に際して正確な情報を充分

に確保できない場合があります。

金利変動リスク 一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に

金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする

要因となります。当ファンドは主要投資対象の外国投資信託証券の他、国内

建ての投資信託証券を通じて短期国債に実質投資しますので、金利の変動に

より、当ファンドの基準価額は変動します。

※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

　

＜その他の留意点＞

◆換金に適用される基準価額に関わる留意点

当ファンドの換金は、毎月１日から換金申込締切日（原則毎月10日とし、販売会社の休業日、ルクセン

ブルクの銀行休業日、上海証券取引所もしくは深セン証券取引所の休業日の場合は翌営業日としま

す。）までの申込受付に基づき、月１回の特定日（原則換金申込締切日の翌営業日）の翌営業日の基準

価額で換金金額が決定されます。換金のお申込日から特定日の翌営業日まで一定の期間を要するため、

お申込日の基準価額と換金に適用される基準価額が大きく異なる場合があります。換金のお申込受付期

間を過ぎた換金申込の取消しは、原則としてできません。

◆当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適

用はありません。

◆解約申込みに伴うファンドの資金流出に伴った基準価額変動のリスク

解約資金を手当てするために、保有有価証券等を売却した場合に取引執行コスト等がかかり、ファンド

の基準価額の下落の要因が発生します。また売却の際の市場動向や取引量の状況等によっては基準価額

が大きく変動する可能性があります。

◆システムリスク・市場リスクなどに関する留意点

証券市場は、国際的な経済事情の急変または予測が不可能な天災地変、経済事情の変化、テロ行為等、

コンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情により市場の閉鎖や急激な市況変動が

起こることがあります。これにより、ファンドの投資方針に従った運用ができない場合があります。ま

た、一時的に取得・換金ができなくなることもあります。

　

＜日興フォルティス　中国Ａ株ファンドに関する留意点＞

◆中国では平成27年12月末現在、内外資本取引の自由化を実施しておりません。日興フォルティス 中国A

株ファンドでは主要投資対象である「BNPパリバ フレキシーⅢ エクイティ チャイナ A セレクティッ
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ド」の管理事務代行会社である「BNP Paribas Investment Partners Luxembourg S.A.（BNPパリバ イン

ベストメント・パートナーズ・ルクセンブルク エス・エイ）」が同社の利害関係人等（当該管理事務代

行会社の総株主の議決権の過半数を所有していることその他の当該管理事務代行会社と密接な関係を有

するものとして政令で定めるものをいいます。）であり、適格国外機関投資家（QFII）として中国証券

監督管理委員会（CSRC）より認可を受けたBNP Paribas Investment Partners Asia Limited（BNPパリバ

インベストメント・パートナーズ・アジア・リミテッド）に認められている投資限度額を利用し、中国A

株に投資を行います。

◆中国証券制度上の制約等から、当ファンドの主要投資対象である「BNPパリバ フレキシーⅢ エクイティ

チャイナ A セレクティッド」（以下「当該外国投資信託証券」といいます。）に対する換金に伴う支払

い資金に不足が生ずる事態が予想される場合等には、委託会社の判断で、ファンドの換金のお申込みの

受付を中止すること及び既に受付た換金のお申込みの受付を取消すことがあります。また、当該外国投

資信託証券の外国投資法人の取締役会は、当該外国投資信託証券の買付けのお申込みを拒絶する権利を

有します。さらに、当該外国投資法人の取締役会は、一定の事由により、当該外国投資信託証券の発行

（設定）及び払戻し（解約）を一時的に中断する権限及び、純資産価格の計算を一時的に中断する権利

を有します。当該外国投資法人がこれらの権利を行使する場合には、委託会社の判断でファンドの購

入、換金のお申込みの各受付を中止すること、及び既に受付た購入、換金のお申込みの各受付を取消す

場合があります。

◆ファンドは、取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停

止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、

重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争

等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少、当ファンドが実質的に一部投資を行う中国Ａ株が

規制を受けているQFII制度上の回金制約等）等により、委託会社の判断でファンドの購入、換金のお申

込みの各受付を中止すること、及び既に受付た購入、換金のお申込みを取消す場合があります。

◆主要投資対象である当該外国投資信託証券（当該外国投資法人）が存続しないこととなる場合、当該外

国投資信託証券が償還になる場合があります。当該外国投資信託証券の償還により、当ファンドは償還

する場合があります。

　

＜中国Ａ株のリスク及び留意事項について＞

＜税制リスク＞

◆当ファンドが主要投資対象とする当該外国投資信託証券への投資に際しては、中国政府による非居住

者に適用される税制政策に起因するリスクを伴います。中国国内において恒久的施設を有さない適格

国外機関投資家（QFII）により得られたキャピタルゲインに対する課税は現在実施されておらず、新

規に引当は行っておりません。尚、関連する税制リスクについては継続的に調査し、今後必要となる

引当等については適宜実施されることになります。

当該外国投資信託証券においては、中国政府による税制等の変更による遡及的効果を伴ったキャピタ

ルゲインに対する課税の可能性を考慮し、平成26年11月までに保有する有価証券を譲渡することによ

り得られたキャピタルゲインの10％を税金相当額として引き当てております。

株式配当金、利息収入及びその他の収入に関しては、現行の適用税率に基づき源泉徴収が実施されて

おり、当該外国投資信託証券の資産価格の算出に際しての引当は行っておりません。

＜関係法令に係るリスク＞

◆中国の関係法令は近年制定されたものが多く、その解釈が必ずしも安定していません。

◆証券市場を取り巻く制度及び制約

・中国の証券市場及び証券投資に関する枠組み（決済システムなど市場インフラを含みます。）に

は、様々な制限及び制約があります。これらの制限及び制約は、大部分が中国証券監督管理委員会

（CSRC）及び国家外貨管理局（SAFE）の裁量によって行われます。

・中国の証券市場に対して種々の規制の緊急導入や、あるいは政策の変更などによる新たな規制が設

けられた場合には、投資対象市場が著しい悪影響を被る可能性があります。

＜回金遅延リスク＞

国家外貨管理局（SAFE）の裁量による、中国の外貨収支残高状況等を理由とした政策の変更等によ

り、海外からの投資規制や海外への送金規制など、円と中国人民元との交換が停止となる場合があ

り、予定している信託財産の回金が行えない可能性があります。すなわち、有価証券の売却や売却代

金の回金の遅延等に伴い、ファンドにおいて、換金代金等の支払いが遅延することがあります。

※上記は中国Ａ株が持つ全てのリスク要因を網羅したものではなく、これら以外のリスクも存在しま

す。
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■QFII(適格国外機関投資家)：Qualified Foreign Institutional Investors

＜QFII制度について＞

QFII制度は、一定の条件を満たし、CSRC（China Securities Regulatory Commission：中国証券監督管理委員

会）の許可を受けた海外の金融機関について、従来は認められていなかった中国証券市場への投資を認める制度

で、平成14年12月に施行されました。

■CSRC(中国証券監督管理委員会)：China Securities Regulatory Commission

■SAFE(国家外貨管理局)：State Administration of Foreign Exchange

　

＜租税に関するリスクファクター＞

外国の税法による源泉徴収が投資信託からの支払いに影響を与える可能性があります。

外国の税法により、その要求する情報を提供しない特定の投資家に対する支払いに対して、源泉徴収税が

課される可能性があります。そのような源泉徴収に係る金額が、当投資信託に関係する支払いから源泉徴

収される場合、投資信託委託会社又はその他の者が、追加での支払いを求められることはありません。投

資しようとしている方は、「４ 手数料等及び税金　（５）課税上の取扱い　＜外国の税法に関する開示

＞　外国の税法」の部分をご参照ください。

外国の税法による報告により、投資家の当投資信託の保有に関して開示しなければならない場合がありま

す。

外国の税法により、当投資信託の保有者の情報を集めて、関係する税務当局へ開示する必要がある場合が

あります。開示される情報は、投資家及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係に

ある者の本人確認情報を含みますが、これに限られません。従って、上記のような情報の報告義務を投資

信託委託会社が遵守するため、投資家は自己及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配

関係にある者についての情報に関する投資信託委託会社からの合理的な要求を遵守するよう求められるこ

とになります。投資家がそのような要求を遵守しない場合、当投資信託からの支払いに関して当該投資家

について源泉徴収又は控除がされることがあります。また、投資信託の一部解約、強制的な売却をされる

こともあります。

　

＜投資信託についての一般的な留意事項＞

◆市場の急変時等には、信託約款の「投資方針」に従った運用ができない場合があります。

◆ファンドの分配金は、信託約款の「分配方針」にもとづいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断

により分配を行わない場合もあります。

◆投資信託は預金または金融債ではありません。

◆投資信託は保険契約ではありません。

◆投資信託は預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。

◆投資信託は元本及び利息を保証する商品ではありません。

◆投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。（販売会社は販売の窓口となります。）

◆投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。

　

＜法令、税法、会計基準等の変更可能性に係る留意点＞

◆当ファンドに関連する法令、税法、会計基準等は今後変更される可能性があります。これに伴い、当

ファンドの基準価額に影響が及ぶ場合もあります。

　

b．投資リスクに対する管理体制

委託会社では、ファンドが適切に運用されているかどうかを運用部門及びプロダクト部門がモニターしま

す。運用部門等におけるリスク管理に加えて、投資リスク管理部門がポートフォリオの市場リスク、信用

リスク等の投資リスクを管理します。投資リスク管理部門は、運用部門からは完全に独立した組織とし

て、グループ内において、パーマネントコントロール・リスク部門に属しております。投資リスク管理部

門は、市場リスク、流動性リスク、信用リスク、カウンターパーティーリスク、モデルリスク等の投資リ

スクの管理と、インベストメント・コンプライアンスに関する業務をカバーしています。業務部門は日々

のトレード、約定、決済等、事務面での監視を実施します。更に、パフォーマンス評価及び投資運用委員

会により定期的にチェックを行い、投資リスクの管理体制を強化しています。

※上記管理体制は、委託会社の組織変更等により今後変更される場合があります。

 

c. 参考情報
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４【手数料等及び税金】

（３）【信託報酬等】

＜訂正前＞
①信託報酬の総額は、約款に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.9504％（税

抜0.88％）を乗じて得た額とします。その配分は以下の通りです。（平成27年６月末現在）

（以下略）

 

＜訂正後＞
①信託報酬の総額は、約款に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.9504％（税

抜0.88％）を乗じて得た額とします。その配分は以下の通りです。（平成27年12月末現在）

（以下略）

 

（５）【課税上の取扱い】

原届出書の「第二部 ファンド情報　第１ ファンドの状況　４ 手数料等及び税金　（５）課税上の取扱

い」につきまして、以下の内容に訂正・更新します。

＜訂正・更新後＞

課税上は株式投資信託として取扱われます。

日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなり

ます（平成27年12月末現在）。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
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なお、今後、税法が改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります。

●個人の受益者に対する課税

収益分配金について

収益分配金のうち普通分配金は、配当所得として、原則20％（所得税15％、地方税５％）の源泉徴収課

税が行われます。

ただし、平成49年12月31日までは、復興財源法に基づき所得税額に2.1％の税率を乗じた復興特別所得税

が併せて徴収されます。各期間の税率は、以下の通りです。

平成49年12月31日まで 平成50年１月１日以降

20.315％（所得税15.315％、地方税５％） 20％（所得税15％、地方税５％）

一部解約金、償還金について

解約価額または償還価額から取得に要した金額（申込手数料及び申込手数料に係る消費税等相当額を含

みます。）を控除した差益（譲渡益）は、譲渡所得として、原則20％（所得税15％、地方税５％）の申

告分離課税が適用されます。

ただし、平成49年12月31日までは、復興財源法に基づき所得税額に2.1％の税率を乗じた復興特別所得税

が併せて徴収されます。各期間の税率は、以下の通りです。

平成49年12月31日まで 平成50年１月１日以降

20.315％（所得税15.315％、地方税５％） 20％（所得税15％、地方税５％）

＊ 収益分配金（普通分配金）については、源泉徴収により申告不要制度が適用されますが、確定申告を行い総合課税また

は申告分離課税を選択することもできます。申告分離課税を選択した場合には、上場株式等の譲渡損との通算を行う
ことができます。

＊ 一部解約金及び償還金については、上場株式等の譲渡所得等の収入金額として取り扱われ、上場株式等の譲渡所得等の

損失が生じた場合には、上場株式等に係る配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金、配当金に限ります。）と
損益通算を行うことができます。

＊ 平成28年１月１日より、損益通算の対象範囲に、特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）の利子所得等及び

譲渡所得等が追加されます。

●法人の受益者に対する課税

収益分配金について

収益分配金（普通分配金）に対する源泉徴収税率は、原則15％（所得税)となります。

ただし、平成49年12月31日までは、復興財源法に基づき所得税額に2.1％の税率を乗じた復興特別所得税

が併せて徴収されます。各期間の税率は、以下の通りです。

平成49年12月31日まで 平成50年１月１日以降

15.315％（所得税） 15％（所得税）

一部解約金、償還金について

解約価額または償還価額の個別元本超過額に対する源泉徴収税率は、原則15％（所得税）となります。

ただし、平成49年12月31日までは、復興財源法に基づき所得税額に2.1％の税率を乗じた復興特別所得税

が併せて徴収されます。各期間の税率は、以下の通りです。

平成49年12月31日まで 平成50年１月１日以降

15.315％（所得税） 15％（所得税）

＊ 源泉徴収された所得税は、所有期間に応じて法人税額から控除される場合があります。

＜個別元本について＞

① 追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込手数料に

かかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど

当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。

ただし、個別元本は、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合などにより算出方法が異なる場合

がありますので、販売会社にお問合わせください。

＜収益分配金の課税について＞

① 追加型株式投資信託における収益分配金には、課税扱いになる「普通分配金」と非課税扱いになる「元

本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
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② 受益者が収益分配金を受け取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同

額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金と

なり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下

回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）

を控除した額が普通分配金となります。

③ 受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本

払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

＜外国の税法に関する開示＞

外国の税法

外国の税法は、新しい報告体制を課し、金融機関が受け、又は行う、特定の支払いに対して源泉徴収が

される場合があります。当投資信託は金融機関に分類されます。

外国の税法に基づき、関係する税務当局へ投資家の特定の情報を報告する必要がある場合があります。

開示される情報は、投資家及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係にある者の

本人確認情報を含みますが、これに限られません。従って、上記のような情報の報告義務を投資信託委

託会社が遵守するため、投資家は自己及びその直接又は間接的な受益者、実質的な所有者、被支配関係

にある者についての情報に関する投資信託委託会社からの合理的な要求を遵守するよう求められること

になります。投資家がそのような要求を遵守しない場合、当投資信託からの支払いに関して当該投資家

について源泉徴収又は控除がされることがあります。また、投資信託の一部解約、強制的な売却をされ

ることもあります。

外国の税法の遵守のため、以下の通り各納税者に通知します。(A)ここに記載された税金に関する説明

は、各納税者に課される外国の租税に関する罰則を回避する目的で書かれたものではなく、また、その

ために利用することはできません。(B)このような税金の記載はここに記載された取引や事項を促進又は

勧誘することを支援するために書かれています。(C)納税者は独立した税務アドバイザーから当該納税者

の個別の状況に基づいたアドバイスを受けるべきです。

　

※配当控除、益金不算入制度の適用はありません。

※少額投資非課税制度の適用が可能です。

少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定の金額の範囲で新たに購入

した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用になれ

るのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定条件に該当する方が対象とな

ります。また、平成28年４月１日より20歳未満の方を対象とした非課税制度（ジュニアNISA）が開始さ

れる予定です。詳しくは、販売会社にお問合わせください。

※税金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認していただくことをお勧めいたします。
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５【運用状況】

原届出書の「第二部 ファンド情報　第１ ファンドの状況　５ 運用状況」につきまして、以下の内容に訂

正・更新します。

＜訂正・更新後＞

（１）【投資状況】

平成27年12月末現在

資産の種類 国/地域 時価合計（円） 投資比率（％）

投資信託受益証券 日本 69,574,362 1.31

投資証券 ルクセンブルク 5,151,648,324 97.11

現金・預金・その他の資産（負債控除後） 83,851,348 1.58

合計（純資産総額） 5,305,074,034 100.00

（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（注２）投資比率は、小数第３位以下を四捨五入してあります。

 

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

（評価額上位銘柄）

平成27年12月末現在

順
位

国/
地域

種類 銘柄名 数量（口）
簿価単価
簿価金額
(円)

評価単価
評価金額
(円)

投資
比率
(％)

1
ルクセン
ブルク

投資証券
BNP PARIBAS FLEXI Ⅲ

Equity China A Selected
317,748

22,088
7,018,417,824

16,213
5,151,648,324

97.11

2 日本
投資信託
受益証券

ＢＮＰパリバ日本短期債券ファンド
(適格機関投資家限定）

69,776,715
0.9974

69,595,295
0.9971

69,574,362
1.31

（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（注２）投資比率は、小数第３位以下を四捨五入してあります。

 

（種類別の投資比率）

平成27年12月末現在

種類 国内/外国 投資比率（％）

 投資信託受益証券  国内 1.31

 投資証券  外国 97.11

（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（注２）投資比率は、小数第３位以下を四捨五入してあります。

 

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

 

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

 

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

　平成26年12月末から平成27年12月末における各月末日ならびに各計算期間末日の純資産の推移は以下のと

おりです。

年　月　日
純資産総額（百万円） 基準価額（円）

（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）

第１期 （平成22年６月10日） 61,696 61,696 8,808 8,808

第２期 （平成23年６月10日） 35,406 35,406 8,335 8,335
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第３期 （平成24年６月11日） 21,039 21,039 7,317 7,317

第４期 （平成25年６月10日） 16,338 16,338 8,702 8,702

第５期 （平成26年６月10日） 9,248 9,248 7,598 7,598

第６期 （平成27年６月10日） 12,437 12,437 20,723 20,723

第７期中間計算期間 （平成26年12月10日） 5,435 － 14,939 －

 平成26年12月末日 11,651 － 13,127 －

 平成27年１月末日 10,427 － 13,254 －

 平成27年２月末日 9,968 － 13,494 －

 平成27年３月末日 10,990 － 15,837 －

 
平成27年４月末日 10,849 － 16,794 －

平成27年５月末日 11,343 － 18,900 －

 平成27年６月末日 9,049 － 17,276 －

 平成27年７月末日 8,407 － 16,051 －

 平成27年８月末日 5,849 － 13,725 －

 平成27年９月末日 4,743 － 12,358 －

 平成27年10月末日 5,178 － 13,771 －

 平成27年11月末日 5,199 － 14,291 －

 平成27年12月末日 5,305 － 15,299 －

（注）上記の基準価額は、１万口当たりの純資産額です。

 

②【分配の推移】

 １万口当たりの分配金（円）

第１期計算期末 －

第２期計算期末 －

第３期計算期末 －

第４期計算期末 －

第５期計算期末 －

第６期計算期末 －

 

③【収益率の推移】

　 収益率（％）

第１期 （平成22年６月10日） △11.9

第２期 （平成23年６月10日） △5.4

第３期 （平成24年６月11日） △12.2

第４期 （平成25年６月10日） 18.9

第５期 （平成26年６月10日） △12.7

第６期 （平成27年６月10日） 172.7

第７期中間計算期間 （平成27年12月10日） △27.9

（注）各計算期間の収益率とは、計算期間末日の分配付基準価額から前期末日分配落基準価額を控除した額を前期末日分配
落基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数をいいます。

 

（４）【設定及び解約の実績】
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　当ファンドの設定日(平成21年６月19日)から第７期中間計算期間末(平成27年12月10日)までの販売及び一

部解約の実績は次の通りです。

 設定口数 解約口数

第１期 90,241,271,064 20,192,174,554

第２期 3,336,022,621 30,905,038,774

第３期 585,077,853 14,312,952,536

第４期 560,775,548 10,538,537,563

第５期 13,130,833 6,614,760,588

第６期 79,711,730 6,250,525,793

第７期中間計算期間 － 2,363,414,193

 

＜参考情報＞　運用実績（2015年12月30日現在）
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第３【ファンドの経理状況】

原届出書の「第二部 ファンド情報　第３ ファンドの経理状況」につきまして、「１ 財務諸表」の後に、

以下の中間財務諸表を追加・更新します。
 
＜追加・更新後＞

中間財務諸表
 
（１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52

年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の３及び第57条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

       なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第７期中間計算期間（平成27年６

月11日から平成27年12月10日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた監査法人により中間監査
を受けております。
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中間財務諸表
日興フォルティス　中国Ａ株ファンド
（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

第６期
（平成27年６月10日現在）

第７期中間計算期間末
（平成27年12月10日現在）

資産の部

流動資産

コール・ローン 98,343,985 170,135,591

投資信託受益証券 69,595,295 69,574,362

投資証券 12,324,419,272 5,229,702,744

未収利息 26 46

流動資産合計 12,492,358,578 5,469,412,743

資産合計 12,492,358,578 5,469,412,743

負債の部

流動負債

未払受託者報酬 1,757,718 1,104,895

未払委託者報酬 49,802,021 31,305,276

その他未払費用 2,824,200 1,200,380

流動負債合計 54,383,939 33,610,551

負債合計 54,383,939 33,610,551

純資産の部

元本等

元本 ※1，※2 6,001,999,841 ※1，※2 3,638,585,648

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△） 6,435,974,798 1,797,216,544

（分配準備積立金） 6,340,795,581 3,853,605,610

元本等合計 12,437,974,639 5,435,802,192

純資産合計 12,437,974,639 5,435,802,192

負債純資産合計 12,492,358,578 5,469,412,743
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）

第６期中間計算期間
自　平成26年６月11日
至　平成26年12月10日

第７期中間計算期間
自　平成27年６月11日
至　平成27年12月10日

営業収益

受取利息 13,869 13,822

有価証券売買等損益 4,534,635,319 △2,894,787,409

営業収益合計 4,534,649,188 △2,894,773,587

営業費用

受託者報酬 1,615,236 1,104,895

委託者報酬 45,764,727 31,305,276

その他費用 1,568,000 1,200,380

営業費用合計 48,947,963 33,610,551

営業利益又は営業損失（△） 4,485,701,225 △2,928,384,138

経常利益又は経常損失（△） 4,485,701,225 △2,928,384,138

中間純利益又は中間純損失（△） 4,485,701,225 △2,928,384,138

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

299,548,050 △814,294,843

期首剰余金又は期首欠損金（△） △2,924,035,698 6,435,974,798

剰余金増加額又は欠損金減少額 521,112,700 －

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

521,112,700 －

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

－ －

剰余金減少額又は欠損金増加額 611 2,524,668,959

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

－ 2,524,668,959

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

611 －

分配金 － －

中間剰余金又は中間欠損金（△） 1,783,229,566 1,797,216,544
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及
び評価方法

投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ

たっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
 

 投資証券
　移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、投資証券の基準価額で評価しております。

 
（中間貸借対照表に関する注記）

第６期 第７中間計算期間末

（平成27年６月10日現在） （平成27年12月10日現在）

※1 期首元本額 12,172,813,904円 ※1 期首元本額 6,001,999,841円

期中追加設定元本額 79,711,730円 期中追加設定元本額 －円

期中解約元本額 6,250,525,793円 期中解約元本額 2,363,414,193円

  

※2 計算期間末における受益権の総数 ※2 中間計算期間末における受益権の総数

 6,001,999,841口  3,638,585,648口

 

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

　　該当事項はありません。

 
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項

 
第６期 第７期中間計算期間末

（平成27年６月10日現在） （平成27年12月10日現在）

1.中間貸借対照表計上
額、時価及びこれら
の差額

貸借対照表計上額は期末の時価で計
上しているため、その差額はありませ
ん。
　

中間貸借対照表計上額は中間計算期
間末の時価で計上しているため、その
差額はありません。

2.時価の算定方法 （1）有価証券
「（重要な会計方針に係る事項

に関する注記）」に記載しており
ます。

　

（1）有価証券
同左

 

 （2）デリバティブ取引
 

―――――――――――

 

（2）デリバティブ取引
 

―――――――――――

 

 （3）上記以外の金融商品
コール・ローン等の金銭債権及

び金銭債務については、短期間で
決済されることから、当該帳簿価
額を時価としております。

（3）上記以外の金融商品
同左

 

（有価証券に関する注記）

　　該当事項はありません。

 
（デリバティブ取引に関する注記）
　　該当事項はありません。
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（一口当たり情報に関する注記）

第６期 第７期中間計算期間末

（平成27年６月10日現在） （平成27年12月10日現在）

一口当たり純資産額 2.0723 円 一口当たり純資産額 1.4939 円

（一万口当たり純資産額 20,723 円） （一万口当たり純資産額 14,939 円）

 
（参考）
　当ファンドは、「ＢＮＰパリバ日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」の投資信託受益証券及び
「BNP PARIBAS FLEXI Ⅲ Equity China A Selected」の投資証券を主要投資対象としており、中間貸借対照
表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「投資証券」は、すべてこれらの投資信託受益証券及
び投資証券です。
 なお、これらの投資信託受益証券及び投資証券の状況は以下のとおりです。
 
１．「ＢＮＰパリバ日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外です。

 
（１） 貸借対照表

区分
注記
番号

（平成27年６月９日現在） （平成27年12月９日現在）

金額（円） 金額（円）

資産の部    

　流動資産    

　　コール・ローン  200,923,661 390,942,202

　　国債証券  189,997,475 －

　　未収利息  55 107

　　流動資産合計  390,921,191 390,942,309

　資産合計  390,921,191 390,942,309

負債の部    

　流動負債    

　　未払受託者報酬  10,480 22,147

　　未払委託者報酬  94,452 199,317

　　流動負債合計  104,932 221,464

　負債合計  104,932 221,464

純資産の部    

　元本等    

　　元本  391,853,698 391,853,698

　　剰余金    

剰余金又は欠損金(△)  △1,037,439 △1,132,853

元本等合計  390,816,259 390,720,845

　純資産合計  390,816,259 390,720,845

負債純資産合計  390,921,191 390,942,309

 
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記)

EDINET提出書類

ＢＮＰパリバ　インベストメント・パートナーズ株式会社(E12431)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

17/34



有価証券の評価基準
及び評価方法

国債証券
　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として、金融商品取引

所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日にお
いて知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。
計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合は、当該金融商

品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最
終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等に
おける計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
　
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計

値（平均値）、金融機関の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、
又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しており
ます。
　
（3）時価が入手できなかった有価証券
適切な時価を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できな

い事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事
由をもって時価と認めた価額、もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由
をもって時価と認めた価額で評価しております。

 
（一口当たり情報に関する注記）

（平成27年６月９日現在） （平成27年12月９日現在）

一口当たり純資産額 0.9974 円 一口当たり純資産額 0.9971 円

（一万口当たり純資産額 9,974 円） （一万口当たり純資産額 9,971 円）

 
２. 「BNP PARIBAS FLEXI Ⅲ Equity China A Selected」の状況
　以下に記載した情報は、委託会社が同信託の委託会社であるBNP Paribas Investment Partners
Luxembourg S.A.からの情報に基づき、平成27年６月９日及び平成27年12月９日の状況を掲記したものであり
ます。従って、現地の法律に基づいて作成された正式財務諸表とは、同一の様式ではありません。
なお、以下に記載した情報は監査対象外です。
 

（１）貸借対照表

区分
注記
番号

（平成27年６月９日現在） （平成27年12月９日現在）

金額（円） 金額（円）

資産の部    

　流動資産    

　　預金  2,224,488,397 2,032,862,016

   株式  12,147,210,293 5,137,939,959

　　未収入金  83,197,606 －

　　流動資産合計  14,454,896,296 7,170,801,975

資産合計  14,454,896,296 7,170,801,975

負債の部    

　流動負債    

   未払金  2,110,616,290 1,929,517,050

　　未払費用/未払報酬  19,764,342 11,427,721

　　流動負債合計  2,130,380,632 1,940,944,771

　負債合計  2,130,380,632 1,940,944,771

純資産の部    
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　元本等    

　　元本  5,579,690,000 3,306,590,000

　　剰余金    

　　　剰余金又は欠損金(△)  6,744,825,664 1,923,267,204

　　元本等合計  12,324,515,664 5,229,857,204

　純資産合計  12,324,515,664 5,229,857,204

負債純資産合計  14,454,896,296 7,170,801,975

 
（２）注記表
（一口当たり情報に関する注記）

（平成27年６月９日現在） （平成27年12月９日現在）

一口当たり純資産額 22,088 円 一口当たり純資産額 15,816 円

 
 
２【ファンドの現況】

原届出書の「第二部 ファンド情報　第３ ファンドの経理状況　２ ファンドの現況」につきまして、以下の

内容に訂正・更新します。

＜訂正・更新後＞

【純資産額計算書】平成27年12月30日

　 　 　

Ⅰ　資産総額 5,309,251,793円

Ⅱ　負債総額 4,177,759円

Ⅲ　純資産総額 （Ⅰ－Ⅱ） 5,305,074,034円

Ⅳ　発行済数量 3,467,542,603口

Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5299円
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第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

＜訂正前＞

a. 資本金の額（平成27年６月末現在）

（略）

b. 委託会社等の機構（平成27年６月末現在）

（以下略）

 

＜訂正後＞

a. 資本金の額（平成27年12月末現在）

（略）

b. 委託会社等の機構（平成27年12月末現在）

（以下略）

 
２【事業の内容及び営業の概況】

原届出書の「第三部 委託会社等の情報　第１ 委託会社等の概況　２ 事業の内容及び営業の概況」につ

きまして、以下の内容に訂正・更新します。

＜訂正・更新後＞

委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定

を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま

す。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。

委託会社が運用するファンドの本数及び純資産総額合計額は以下の通りです。（平成27年12月末現在）

種類 ファンド数（本） 純資産総額合計額(単位：億円)

追加型株式投資信託 38 3,187

追加型公社債投資信託 0 0

単位型株式投資信託 9 94

単位型公社債投資信託 4 3

合計 51 3,285

※純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しており、表中の個々の金額と合計欄
の金額は一致しないことがあります。
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３【委託会社等の経理状況】

原届出書の「第三部 委託会社等の情報　第１ 委託会社等の概況　３ 委託会社等の経理状況」につきま

して、該当部分を以下内容に更新・訂正するとともに、末尾に「中間財務諸表」を追加します。

＜更新・訂正後＞

1.　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する

内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

　また、当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大

蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融

商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

 

　財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満を切り捨てて記載しております。

 

2.　当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期事業年度（平成26年4月1日から平成

27年3月31日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。第18

期事業年度（平成27年4月1日から平成27年12月31日まで）に係る中間会計期間（平成27年4月1日から平

成27年9月30日まで）の中間財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有

限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。

 

3.　平成27年6月26日開催の定時株主総会決議により、定款を一部変更し、決算日を3月31日から12月31日

に変更いたしました。したがって、当事業年度は平成27年4月1日から平成27年12月31日までの9ヶ月と

なっております。
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中間財務諸表

（１）中間貸借対照表

期別
第18期中間会計期間末

（平成27年 9月30日現在）

資産の部

科　目
注記

番号
内訳 金額

  千円 千円

流動資産    

預金   1,009,804

前払費用   15,509

未収委託者報酬   333,785

未収運用受託報酬   70,914

未収投資助言報酬   112,958

未収収益   225,403

未収入金   455

立替金   690

流動資産計   1,769,521

    

固定資産    

投資その他の資産   16,312

長期差入保証金  10,312  

その他  6,000  

固定資産計   16,312

資産合計   1,785,834
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期別
第18期中間会計期間末

（平成27年 9月30日現在）

負債の部

科目
注記

番号
内訳 金額

  千円 千円

流動負債    

預り金   21,883

未払金   438,209

未払手数料  166,407  

未払委託調査費  139,069  

その他未払金  132,731  

未払費用   288,970

未払法人税等   1,145

未払消費税等 ＊１  12,799

賞与引当金   88,585

役員賞与引当金   15,326

流動負債計   866,920

固定負債    

退職給付引当金   278,060

役員退職慰労引当金   2,500

資産除去債務   102,398

固定負債計   382,959

負債合計   1,249,879

純資産の部

科目
注記

番号
内訳 金額

  千円 千円

株主資本    

資本金   100,000

資本剰余金   475,551

資本準備金  50,000  

その他資本剰余金  425,551  

利益剰余金   △39,597

その他利益剰余金    

繰越利益剰余金  △39,597  

株主資本合計   535,954

純資産合計   535,954

負債・純資産合計   1,785,834
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（２）中間損益計算書

期別  

第18期中間会計期間

自平成27年 4月 1日

至平成27年 9月30日

科目
注記

番号
内訳 金額

  千円 千円

営業収益    

委託者報酬   942,295

運用受託報酬   186,606

投資助言報酬   72,654

その他営業収益   354,347

営業収益計   1,555,903

    

営業費用    

支払手数料   379,543

広告宣伝費   564

調査費   287,819

調査研究費  28,285  

委託調査費  259,534  

委託計算費   52,438

営業雑経費   18,759

印刷費  15,743  

協会費  3,015  

営業費用計   739,125

    

一般管理費    

給料   431,993

役員報酬  16,500  

給料・手当  410,329  

賞与  5,164  

業務委託費   256,453

交際費   1,054

旅費交通費   16,572

租税公課   675

不動産賃借料   114,357

賞与引当金繰入額   58,599

役員賞与引当金繰入額   10,413

退職給付費用   29,678

役員退職慰労引当金繰入額   1,066

固定資産減価償却費   598

諸経費   72,201

一般管理費計   993,666

営業損失   △ 176,888
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期別  

第18期中間会計期間

自平成27年 4月 1日

至平成27年 9月30日

科目
注記

番号
内訳 金額

  千円 千円

営業外収益    

受取利息   399

為替差益   1,685

雑益   26,896

営業外収益計   28,980

営業外費用    

雑損失   614

営業外費用計   614

経常損失   △ 148,521

特別損失    

　割増退職金    80,270

特別損失計    80,270

税引前中間純損失   △ 228,792

法人税、住民税及び事業税   1,145

中間純損失   △ 229,937
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（３）中間株主資本等変動計算書

 

 

第18期中間会計期間

自　平成27年4月 1日

至　平成27年9月30日

（単位：千円）

 
 

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本準備金

その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 100,000 50,000 425,551 475,551 190,340 190,340 765,891 765,891

当中間期変動額         

中間純損失     △229,937 △229,937 △229,937 △229,937

当中間期変動額合計 - - - - △229,937 △229,937 △229,937 △229,937

当中間期末残高 100,000 50,000 425,551 475,551 △39,597 △39,597 535,954 535,954
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重要な会計方針

第18期中間会計期間
自 平成27年 4月 1日

至 平成27年 9月30日

1. 有価証券の評価基準及び評

価方法
 

その他有価証券
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
 

2. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒
実績率等を、貸倒懸念債権等の債権については個別に回収可能性
を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

 
(2) 賞与引当金

　従業員への賞与支給に備えるため、支給見込み額のうち当中間
会計期間に負担すべき額を計上しております。
 
(3) 役員賞与引当金

　役員への賞与支給に備えるため、支給見込み額のうち当中間会
計期間に負担すべき額を計上しております。
 
(4) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退
職給付債務の見込額に基づき計上しております。退職給付引当金
及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間会計期間末自
己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用
しております。

 
(5) 役員退職慰労引当金

　役員への退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく当中間会計
期間末要支給額を計上しております。
 

3. 外貨建の資産又は負債の本

邦通貨への換算基準
 

外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末の直物為替相場により円
換算し、換算差額は損益として処理しております。

4. その他中間財務諸表作成の

ための重要な事項
 

(1) 消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
 
(2) 決算日の変更に関する事項

　平成27年6月26日開催の定時株主総会決議により、定款を一部
変更し、決算日を3月31日から12月31日に変更いたしました。
したがって、当事業年度は平成27年4月1日から平成27年12月31日
までの9ヶ月となっております。

 
注記事項
（中間貸借対照表関係）

第18期中間会計期間末
（平成27年9月30日現在）

 
＊１　消費税等の取扱い
　　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の未払消費税等として表示しており
ます。
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（中間株主資本等変動計算書関係）

第18期中間会計期間
自 平成27年4月 1日

至 平成27年9月30日

 
1.　発行済株式に関する事項

株式の種類
当期首株式数

(株)
当中間会計期間
増加株式数(株)

当中間会計期間
減少株式数(株)

当中間会計期間
末株式数(株)

普通株式 39,000 - - 39,000

 

2.　配当に関する事項　　　　　　該当事項はありません。

 
（リース取引関係）

第18期中間会計期間
自 平成27年4月 1日

至 平成27年9月30日

 
1. ファイナンス・リース取引は重要性が低いため、注記を省略しております。

 
2. オペレーティング・リース取引は次の通りであります。

　　　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものにかかる未経過リース料
(借主側)

1年内　 40,798　千円

1年超　　　　-　千円
合　計　40,798 千円
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（金融商品関係）

第18期中間会計期間末
（平成27年9月30日現在）

金融商品の時価等に関する事項
平成27年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のと
おりであります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:千円）

科　　　目
中間貸借対照表

計上額
時　価 差　額

預　金 1,009,804 1,009,804 -

未収委託者報酬 333,785 333,785 -

未収運用受託報酬 70,914 70,914 -

未収投資助言報酬 112,958 112,958 -

未収収益 225,403 225,403 -

資産計 1,752,866 1,752,866 -

未払手数料 166,407 166,407 -

未払委託調査費 139,069 139,069 -

その他未払金 132,731 132,731 -

未払費用 288,970 288,970 -

負債計 727,179 727,179 -

 
(注1)金融商品の時価の算定方法
(1)預金
預金はすべて短期であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
ります。
(2)未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未収収益

これらの営業債権はすべて短期であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。
(3)未払手数料、未払委託調査費
これらの営業債務はすべて短期であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。
(4)その他未払金、未払費用
これらの債務はすべて短期であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。

 
（有価証券関係）

第18期中間会計期間末
（平成27年9月30日現在）

 
重要性が低いため記載を省略しております。
 

 
（デリバティブ取引関係）

第18期中間会計期間末
（平成27年9月30日現在）

 
該当事項はありません。
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（資産除去債務関係）

第18期中間会計期間
自 平成27年4月 1日

至 平成27年9月30日

資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減

 
期首残高　　　　　　　　　　　　　　　　　  101,800千円

時の経過による調整額　　　　　　　　　　　　　  598千円

当中間会計期間末残高　　　　　　　　　　　　 102,398千円

 

 
（セグメント情報等）

第18期中間会計期間
自 平成27年4月 1日

至 平成27年9月30日

（セグメント情報）
当社は、投信投資顧問業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
 
（関連情報）

1. 製品及びサービスごとの情報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：千円）

 
 
 

投資信託業 投資顧問業 その他 合計

外部顧客への
営業収益

942,295 259,260
 

354,347
 

1,555,903

2. 地域ごとの情報

 
(1)営業収益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 
日　本

 
オランダ ルクセンブルク その他 合計

1,091,722　 212,167 114,456 137,558 1,555,903

(注)投資信託業の営業収益に関しては販売拠点、投資顧問業とその他の営業収益について
は契約先所在地を基に記載しております。

 

(2)有形固定資産
該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：千円）

顧客の名称 営業収益 関連するセグメント名

ヘッジファンド・リターン・
ターゲットファンド・為替
ヘッジあり（ＳＭＡ専用）

226,585 なし

ＢＮＰパリバ　インベストメ
ント・パートナーズ・ネイ
ザーランズ　ＮＶ

211,214 なし

（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

該当事項はありません。
 

（報告セグメントごとののれんの償却額および未償却残高に関する情報）

該当事項はありません。
 

（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

該当事項はありません。
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（1株当たり情報）

第18期中間会計期間
自 平成27年4月 1日

至 平成27年9月30日

 
●　　1株当たり純資産額　　　　　　　　   13,742円

●　　1株当たり中間純損失　　　　　　      5,895円

 
　　　　1株当たり中間純損失の算定上の基礎
　　　　　中間純損失　　　　　　　　　　　　　　　229,937千円
　　　　　普通株主に帰属しない金額　　　　　　　　　　－
　　　　　普通株式に係る中間純損失　　　　　　　　229,937千円

期中平均株式数　　　　　　　　　　普通株式　39,000株
 
なお、潜在株式調整後１株当たり中間純損失金額については、希薄化効果を有している潜
在株式を発行していないため記載しておりません。
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　 独立監査人の中間監査報告書　

　
　 　 平成２７年１２月１１日

ＢＮＰパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社 　
　
　 取締役会　御中 　
　
　 有限責任監査法人　トーマツ　
　

　
指定有限責任社員

業務執行社員
　公認会計士 佐藤　嘉雄　　印

　

　
指定有限責任社員

業務執行社員
　公認会計士 山田　信之　　印

　
　
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状

況」に掲げられているＢＮＰパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社の平成２７年４月１日から平成２７

年１２月３１日までの第１８期事業年度の中間会計期間（平成２７年４月１日から平成２７年９月３０日まで）に係

る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びそ

の他の注記について中間監査を行った。

 

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を

作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成

し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表

明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査

を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して

投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画

を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続

の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間

財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、

当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作

成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適

用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、ＢＮＰパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社の平成２７年９月３０日現在の財政状態及び同日

をもって終了する中間会計期間（平成２７年４月１日から平成２７年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情

報を表示しているものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
 

　

（注）１．上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が

別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

 

平成28年１月27日

 

BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社

取　締　役　会　御　中

 

ＰｗＣあらた監査法人

 指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士　鶴　田　光　夫

 

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」

に掲げられている日興フォルティス 中国Ａ株ファンドの平成27年６月11日から平成27年12月10日までの中間計算期

間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を

行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を

作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成

し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表

明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査

を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して

投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画

を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続

の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間

財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、

当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作

成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適

用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、日興フォルティス 中国Ａ株ファンドの平成27年12月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する

中間計算期間（平成27年６月11日から平成27年12月10日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。

利害関係

BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　 上

 

(※)１.上記は当社が中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

しております。

２.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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